
道
長

�頼
通
時
代
の
受
領
た
ち

久
下
裕
利

は
じ
め
に

近
江
国
は
大
国
で
、
琵
琶
湖
を
抱
え
経
済
交
通
及
び
�坂

の
関
な
ど
軍
事
の
要
地
で

あ
る
。
さ
ら
に
平
安
時
代
後
期
で
は
参
議
の
兼
国
と
し
て
、
近
江
は
同
じ
大
国
の
播
磨

を
圧
え
、
一
位
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
土
田
直
鎮
氏
は
、
「
公

�の
兼
国
と
し
て
、

公

�の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

注（
１
）」
と
す
る
言
表
に
と
ど
め
て
い
る
。

道
長
の
嫡
妻
倫
子
腹
長
子
頼
通
と
二
男
教
通
に
は
と
も
に
近
江
守
で
は
な
い
が
、
元
服

後
数
年
内
に
近
江
介
に
任
用
し
て
い
る
（
公

�補
任
）。
摂
関
家
嫡
男
の
近
江
介
任
用
の

意
図
は
奈
辺
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
江
に
摂
関
家
領
が
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
の

理
由
で
は
あ
る
ま
い
。

一
方
、
摂
関
家
に
経
済
的
奉
仕
を
主
体
に
し
て
密
着
す
る

�家司
受
領

�と
い
う
主

従
関
係
が
隆
盛
す
る
の
も
道
長

�頼
通
時
代
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
近
江
守
に

補
任
さ
れ
て
い
る
。
徴
税
に
よ
っ
て
国
家
財
政
を
支
え
る
は
ず
の
受
領
の
寄
進
に
よ
る

摂
関
家
領
の
拡
張
が
、
受
領
の
私
的
収
奪
に
よ
る
蓄
財
の
黙
認
と
い
う
相
関
を
導
き
出

す
の
は
、
受
領
功
過
定

注（
２
）に
於
け
る
摂
関
家
の
発
言
力
に
依
存
す
る
受
領
側
の
癒
着
の
結

果
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
荘
園
管
理
の
多
様
性
を
産
み
出
し
て
い
く

注（
３
）。
そ
う
し
た

相
互
の
利
益
利
権
循
環
が
、
受
領
を
家
司
化
す
る
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
家
司
を
受
領
化

し
て
い
き
、
忠
実
で
安
定
的
な
摂
関
家
へ
の
奉
仕
形
態
と
し
て
機
能
し
た
の
が
、
道
長

�

頼
通
時
代
の

�家司
受
領

�で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
期
に
於
け
る
家
司
受
領
が
近
江
守
と
な
っ
た
例
を
藤
原
知
章
を
は
じ
め
と
し
て

悉
に
挙
げ
て
検
討
し
た
の
は
泉
谷
康
夫
氏
だ
が
、
摂
関
家
家
司
が
こ
の
十
一
世
紀
前
半

に
連
続
し
て
近
江
国
の
国
司
と
な
っ
た
こ
と
を
大
番
舎
人
の
成
立
と
関
連
づ
け
、
「
近

江
国
が
摂
関
家
大
番
役
を
差
配
す
る
の
に
最
も
適
し
た
国
で
あ
っ
た
と
い
え
る

注（
４
）」
と
し

た
。こ
の
よ
う
に
近
江
国
は
常
に
先
進
化
す
る
こ
と
で
、
こ
と
さ
ら
注
視
さ
れ
る
訳
で
、

大
津
透
前
掲
書

注（
５
）で
も
大
和
王
権
の
帰
化
人
に
よ
る
植
民
開
発
の
地
で
あ
り
な
が
ら
、
伝

統
的
在
地
豪
族
の
支
配
も
あ
り
、
そ
の
折
り
合
い
の
中
で
、
畿
外
で
あ
っ
て
も
国
家
財

政
基
盤
に
関
わ
る
畿
内
的
要
国
と
し
て
説
か
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
「
近
江
国
者
宇
宙
有

名
之
地
也
。
地
広
人
衆
、
国
富
家
給
」
（
藤
氏
家
伝
下
巻
）
地
な
の
で
あ
っ
た
。

―２―
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Ⅰ
摂
政
藤
原
兼
家
と
左
大
臣
源
雅
信

寛
和
二
年
（
九
八
六
）
六
月
二
十
三
日
、
右
大
臣
藤
原
兼
家
は
花
山
天
皇
を
策
謀
に

よ
っ
て
退
位
に
導
き
、
娘
詮
子
腹
で
七
歳
の
一
条
天
皇
を
践
祚
し
、
翌
日
摂
政
に
補
任

さ
れ
た
（
日
本
紀
略
）。
次
い
で
同
七
月
二
十
日
に
除
目
を
行
い
、
兼
家
は
右
大
臣
を
辞

し
て
、
大
納
言
藤
原
為
光
を
そ
の
後
任
に
補
し
、
摂
政
の
み
の
身
分
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。兼
家
が
目
論
ん
だ
摂
政
の
立
場
と
は
、
恩
義
あ
る
太
政
大
臣
藤
原
頼
忠
を
排
す
る
こ

と
な
く
、
ま
た
円
融
天
皇
以
来
の
忠
勤
な
左
大
臣
源
雅
信
を
温
存
し
つ
つ
、
兼
家
の
意

向
を
反
映
す
る
円
滑
な
太
政
官
運
営
の
補
佐
役
と
し
て
異
母
弟
為
光
を
配
し
て
の
国
政

の
決
定
権
と
執
行
権
の
両
面
を
保
有
す
る
最
高
位
と
し
た
と
、
山
本
信
吉
氏
は
説
い
て

い
る

注（
６
）。
そ
う
し
た
道
長
の
実
父
兼
家
と
岳
父
と
な
る
宇
多
源
氏
雅
信
の

�近江

�執
心

の
一
端
を
ひ
と
ま
ず
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
、
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
七
月
頃
、
中
納
言
兼
家
（
四
十
二
歳
）

の
女
性
関
係
と
し
て
同
年
五
月
に
亡
く
な
っ
た
摂
政
太
政
大
臣
小
野
宮
実
頼
の
召
人
の

ひ
と
り
「
近
江
」
の
名
が
侍
女
の
口
の
端
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
後
、
兼
家
は
こ
と
繁
く

通
っ
た
よ
う
で
、
天
延
二
年
（
九
七
四
）
に
は
女
児
が
誕
生
す
る
。
そ
の
「
近
江
」
が

産
ん
だ
女
児
は
、
の
ち
に
三
条
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
綏
子

す
い
し

と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
綏

子
の
母
で
あ
る
「
近
江
」
は
藤
原
国
章
女
と
い
う
こ
と
に
な
る

注（
７
）。

そ
の
国
章
女
が
何
故
「
近
江
」
と
呼
称
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
史
料
に
よ
っ
て

分
明
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
納
言
兼
家
が
頼
忠
に
よ
っ
て
源
雅
信
の
後
を
襲

う
右
大
臣
に
抜

�さ
れ
た
天
元
元
年
（
九
七
八
）
当
時
、
国
章
は
大
宰
大
弐
で
あ
っ
た
。

大
弐
は
受
領
の
最
高
職
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

注（
８
）、
兼
家
の
経
済
的
支
援
と
し
て
も
有
効
な

持
ち
駒
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
道
長
の
家
司
受
領
で
あ
り
、
二
度
も
近

江
守
に
補
任
さ
れ
た
知
章
の
兄
で
あ
る
国
章
が
い
っ
き
ょ
に
大
弐
に
登
り
つ
め
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
近
江
守
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
た
頃
、
そ
の
娘
が
実
頼
の
召
人

と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、「
近
江
」
と
指
呼
さ
れ
る
理
由
と
し
て
穏
当
な
仕
儀
と
な
ろ
う
。

の
ち
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
や
は
り
道
長
の
家
司
受
領
の
ひ
と
り
で
あ
る
藤
原
惟
憲
も

近
江
守
、

播
磨
守
を
経
て
、

治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）、
大
宰
大
弐
と
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
『
源
氏
物
語
』
で
も
頭
中
将
が
内
大
臣
と
な
っ
た
頃
、
劣
腹
の
娘
と
い
う
近
江
の

君
の
出
現
を
み
、
摂
関
家
の
子
息
の
若
き
日
の
放
蕩
ぶ
り
を
想
定
さ
せ
る
が
、
そ
の
関

係
を
も
っ
た
女
が
近
江
守
あ
た
り
の
娘
と
い
う
の
も
、
単
な
る
色
好
み
の
粋
狂
と
い
う

の
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
史
的
背
景
が
看
取
さ
れ
て
こ
よ
う
。

天
暦
三
年
（
九
四
九
）
か
ら
近
江
守
で
、
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
か
ら
は
近
江
権
守
で

も
あ
っ
た
源
雅
信

注（
９
）も
、
若
き
頃
近
江
守
の
娘
と
関
係
を
も
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
室
と

し
た
。
『

尊
卑
分

脈
』
に

拠
る
と
雅
信
の

息
時
中
と
済
信
に
は
母
と
し
て
源

公
忠
女
と

記
す
。
公
忠
が
近
江
守
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
公
忠
集
』
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は

『
三
十
六
歌
仙
伝
』
に
拠
れ
ば
、
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
三
月
の
補
任
で
あ
っ
た
。

賜
姓
源
氏
の
左
大
臣
雅
信
に
対
し
て
は
、
頼
忠
を
太
政
大
臣
に
と
ど
め
、
為
光
を
右

大
臣
と
す
る
こ
と
で
牽
制
し
た
が
、
そ
の
長
男
時
中
を
兼
家
の
息
道
隆
や
道
兼
に
対
す

る
異
例
の
昇
進
の
如
く
、
時
中
を
昇
進
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
代
償
と
も
思
わ
れ
る
兼
家

の
配
慮
と
い
え
よ
う

注（

�）。
時
中
の
系
譜
は
息
済
政
が
道
長
の
家
司
で
近
江
守
と
な
る
が
、

孫
資
通
と
も
ど
も
管
弦
の
才
で
も
名
の
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
兼
家
は
太
政
官
運
営
を
直
接
的
に
掌
握
す
る
た
め
に
実
務
担
当
の
中
枢
で
あ

る
弁
官
の
人

事
に
関

与
し
て
、
家
司
で
あ
る
藤
原

懐
忠
、
藤
原
有
国
（

在
国
）
そ
し
て

平
惟
仲
を
任
用
し
、
昇
進
を
急
い
だ
こ
と
が
、
ま
た
山
本
信
吉
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る

注（

�）。
『

栄
花

物
語
』
に
「
左
右
の
御
ま
な
こ
」

� 巻さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び

三
と�

し
て
兼
家
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が
特
に
目
を
か
け
て
い
た
有
国
と
惟
仲
に
関
し
て
確
認
し
て
お
く
と
、
前
者
は
兼
家
が

摂
政
と
な
っ
た
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
八
月
に
左
少
弁
に
任
ぜ
ら
れ
、
右
中
弁
、
左
中

弁
を
経
て
、
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
四
月
に
は
右
大
弁
に
昇
り
、
後
者
は
永
延
元
年

（
九
八
七
）
七
月
に
右
少
弁
と
な
り
、
同
じ
く
右
中
弁
、
左
中
弁
を
経
て
、
正
暦
元
年

（
九
九
〇
）
八
月
右
大
弁
に
至
っ
て
い
て
、
二
人
は
と
も
に
三

�四
年
で
少
弁
か
ら
大

弁
へ
と
異
例
の
昇
進
を
と
げ
て
い
る
。
山
本
氏
が
「
兼
家
が
こ
の
二
人
を
中
心
に
弁
官

局
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
」
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

有
国

�惟
仲
の
よ
う
な
二
人
の
側
近
に
支
え
ら
れ
る
例
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
も
造

型
さ
れ
て
い
て
、
光
源
氏
に
近
侍
す
る
惟
光
と
良
清
で
あ
る
。
惟
光
は
大
弐
の
乳
母
子

で
従
者
と
し
て
若
き
頃
に
は
源
氏
と
行
動
を
共
に
す
る
が
、
良
清
は
源
姓

注（

�）で
須
磨
巻
に

は
「
親
し
き
家
司
」
と
設
定
さ
れ
、
の
ち
の
少
女
巻
で
は
「
良
清
、
今
は
近
江
守
に
て

左
中
弁
な
る
な
ん
奉
り
け
る
」
と
、
近
江
守
兼
左
中
弁
と
な
る
。
前
記
し
た
源
公
忠
は

近
江
守
兼
右
大
弁
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
物
語
の
人
物
造
型
（
出
自

�昇
進

�役
割
）
に
史

実
が
忠
実
に
摂
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
論
を
元
に
戻
す
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
家
司
た
ち
の
弁
へ
の
任
官
ば
か
り
で
は
な
く
、
寛
和
二
年
（
九

八
六
）
に
は
雅
信
の
嫡
妻
藤
原
朝
忠
女

注（

�）つ
ま
り
穆
子

ぼ
く
し

腹
の
時
通
も
右
少
弁
と
な
り
、
永

延
元
年
（
九
八
七
）
十
一
月
に
は
出
家
し
た
時
通
に
代
わ
っ
て
異
腹
の
兄
弟
で
あ
る
扶 す
け

義 よ
し

が
右
少
弁
に
任
ぜ
ら
れ
、
左
少
弁
を
経
て
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
に
は
左
中
弁
と

な
っ
て
い
る
。
扶
義
は
同
時
期
蔵
人
で
も
あ
っ
た
た
め
太
政
官
政
務
の
掌
握
を
強
化
す

る
意
図
で
兼
家
に
重
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
記
し
た
時
中
と
同
じ
く
雅
信
の
子
息

た
ち
へ
の
異
例
の
配
慮
は
、
積
極
的
な
兼
家
側
へ
の
取
り
込
み
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
ろ
う
。
そ
れ
を
結
果
的
に
促
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
道
長
と
穆
子
腹
倫
子
と
の
結

婚
で
あ
っ
た
。

『
栄
花
物
語
』

� 巻さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び

三
に�

拠
る
と
、
雅
信
は
倫
子
を
将
来
后
が
ね
と
踏

ん
で
道
長
の
婿
取
り
に
反
対
し
た
が
、
母
穆 ぼ
く子 し

が
見
込
ん
だ
成
婚
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

い
知
ら
れ
る
。
三
位
中
将
か
ら
左
京
大
夫
と
な
っ
た
ば
か
り
の
道
長
と
倫
子
と
の
結
婚

は
永
延
元
年
（
九
八
七
）
十
二
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
永
延
二
年

（
九
八
八
）
に
は
彰
子
が
誕
生
す
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
は
中
宮
彰
子
に
近
侍
す
る
七

�八
人
の
女
房
の
中
で
、
大
納
言

の
君
と
呼
称
さ
れ
る
の
が
扶
義
の
娘

�子
で
あ
り
、
ま
た
小
少
将
の
君
と
記
さ
れ
、
紫

式
部
と
特
に
親
し
い
中
宮
女
房
が
、
時
通
の
娘
で
あ
っ
て

注（

�）、
お
そ
ら
く
倫
子
の
差
配
に

よ
っ
て
信
頼
で
き
る
血
縁
者
が
彰
子
の
間
近
に
呼
び
集
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
兼
家
の
家
司
で
あ
っ
た
有
国
が
、
道
隆
時
代
に
は
冷
遇
さ
れ
た
が
、
道

長
に
よ
っ
て
復
権
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
等
で
父
兼
家
体
制
の
基
盤
を
継
承
す
る
訳
だ
が
、

道
長
が
長

徳
二
年
（
九
九
六
）
七
月
二
十
日
右
大

臣
か
ら
左
大

臣
へ

転
ず
る
同
日
、
時

中
は
正
三
位
中
納
言
か
ら
大
納
言
と
な
り
、
翌
長

徳
三
年
（
九
九
七
）、
右
大

臣
顕
光
、

内
大
臣
公
季
と
当
面
の
道
長
体
制
が
定
ま
る
と
、
時
中
に
も
按
察
使
が
加
わ
り
、
筆
頭

大
納
言
と
な
り
、
中

�大
納
言
時
代
か
ら

按
察

使
を
兼
ね
て
い
た
（

安
和
三
年

�九
七

〇

	八
月

～
天
延
三
年

�九
七

五

	一
月
）
父
雅
信
の
後
を

形
の

上
で

継
ぐ
こ
と
に
な
っ

て
い
く
。
し
か
し
、
時
中
は
長

保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
八
月

按
察
大
納
言
を

辞
し
、
十

二
月
病
に
よ
り
薨
ず
る
。
一
方
、
雅
信
四
男
で
大
納
言
の
君
の
養
父
扶
義
も
、
長
徳
二

年
（
九
九
六
）
八
月
二
十
八
日
右
大
弁
か
ら
左
大
弁
に

転
ず
る
が
、
長

徳
四
年
（
九
九

八
）
七
月
二
十

五
日
に
は

や
く
も

卒
し
て
し
ま
う
。
た
だ
扶
義
に
は
『

尊
卑

分
脈
』
に

「
近
江
源
氏

佐
々

木
一

流
元

祖
」
と

付
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
息
経
頼
、
成 な
る

頼 ち
か

兄
弟

が
近
江
に
根
を
張
る
よ
う
に
な
る
。

経
頼
は
、
惟

憲
の
あ
と
近
江
守
と
な
っ
た
の
が
、
寛

仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
正
月
二

十
七
日
で
、
蔵
人
は
止
め
ら
れ
、
左
少
弁
を
兼
ね
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
右
中
弁
を
経
て
、

寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
十
一
月
二
十
九
日

権
左
中
弁
に

転
ず
る
が
、
時
に
近
江
守
で

―４―



内
蔵
頭

注（

�）で
も
あ
っ
た
。
同
年
に
は
多
額
の
経
費
が
か
か
る
五
節
舞
姫
の
殿
上
分
献
上
者

と
な
っ
て
い
る

注（

�）。
そ
し
て
長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
に
参
議
と
な
り
、
翌
年
に
は
再
び

公

�と
し
て
五
節
の
舞
姫
を
献
上
し
て
い
る
。
殿
上
と
公

�と
二
度
に
わ
た
っ
て
舞
姫

を
献
上
し
た
の
は
平
惟
仲
と
源
経
頼
だ
け
で
あ
っ
て

注（

�）、
経
頼
は
道
長
の
家
司
で
は
な
か

っ
た
が
、
摂
関
家
に
家
司
並
み
の
奉
仕
を
尽
く
し
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
て
経
頼
は
父
扶
義
と
同
じ
く
弁
官
ル
ー
ト
を
歩
み
昇
進
す
る
が
、
成
頼
は
何

故
か
近
江
の
佐
々
木
荘
に
住
み
つ
き
、
そ
の
子
孫
が
中
世
源
平
争
乱
期
に
武
者
と
し
て

活
躍
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
上
記
父
源
扶
義
に
「
近
江
源
氏
佐
々
木
一
流
元
祖
」
と
い

う
肩
書
が
付
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。

経
頼
の
あ
と
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
か
ら
近
江
守
と
な
っ
た
の
が
、
前
掲
し
た
時

中
の
息
源
済
政
で
あ
る
。
済
政
は
道
長
の
家
司
と
し
て
奉
仕
し
て
い
て
、
そ
の
一
端
は

道
長
の
法
華
三
十
講
に
於
け
る
多
大
な
費
用
を
必
要
と
す
る
非
時
調
進
で
、
長
和
四
年

（
一
〇
一
五
）
か
ら
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
ま
で
毎
年
そ
の
名
が
『
御
堂
関
白
記
』
に

挙
が
っ
て
い
る

注（

�）。
そ
の
頻
度
は
寛
弘
年
間
の
近
江
守
藤
原
知
章
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
済
政
は
こ
の
期
間
讃
岐
守
で
あ
っ
て
、
近
江
守
で
あ
っ
た
藤
原
惟
憲
の

名
が
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
五
月
十
六
日
条
と
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
五
月
二
十
二

日
条
に
は
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
仁
二
年
五
月
の
場
合
、『
小
右
記
』
に
拠
る
と
、

八
日
の
饗
膳
奉
仕
は
済
政
が
、
十
三
日
は
惟
憲
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
摂
関
家
へ
の
奉
仕
が
、
道
長

�頼
通
に
評
価
さ
れ
て
、
済
政
は
万
寿
二
年

（
一
〇
二
五
）
十
月
十
九
日
、
近
江
守
重
任
が
裁
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
『
左
経

記
』
（
万
寿
三
年

�一
〇
二
六

�二
月
二
十
九
日
条
）
に
拠
れ
ば
、
「
以
二
私
物
一
作
二
勢
多

橋
一 」
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
が
重
任
の
直
接
理
由
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

国
司
重
任
の
例
は
稀
で
あ
り
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）、
三
十
講
の
非
時
を
分
担
し

た
丹
波
守
高
階
業 な
り遠 と
おや
播
磨
守
藤
原
陳
政
も
、
前
者
が
造
羅
城
門
功
に
よ
り
、
ま
た
後

者
は
造
常
寧

�宣
耀
殿
功
に
よ
り
各
々
国
守
を
重
任
し
て
い
る

注（

	）。
受
領
が
私
財
を
も
っ

て
造
営
事
業
に
あ
た
り
、
財
政
難
に
あ
る
国
家
へ
の
貢
献
寄
与
を
果
た
す
。
つ
ま
り
国

司
補
任
を
有
利
に
す
る
成 じ
よ
う功
ご
うも
摂
関
家
へ
の
私
的
奉
仕
を
前
提
と
し
て
機
能
し
て
い
た

よ
う
で
、
と
く
に
高
階
業
遠
は
、
道
長
の
家
司
で
は
な
か
っ
た
が

注（


）、
『
小
右
記
』
（
寛
仁

二
年

�一〇
一
八

�十
二
月
七
日
条
）
に
「
大
殿
無
双
者
也
」
と
さ
れ
、
道
長
の
側
近
で
、

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
に
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
も
記
さ
れ
る
如
く
、
東
宮
権
亮
兼

丹
波
守
で
あ
る
業
遠
が
五
節
舞
姫
を
献
上
し
、
そ
の
舞
姫
の
介
添
役
に
「
錦
の
唐
衣
」

を
着
せ
、
そ
れ
が
「
闇
の
夜
に
も
、
も
の
に
ま
ぎ
れ
ず
、
め
づ
ら
し
う
見
ゆ
」
と
、
豪

華
さ
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
富
裕
さ
を
誇
示
し
て
い
た
。

と
も
か
く
源
済
政
が
、
信
濃
、
美
濃
、
讃
岐
、
近
江
、
丹
波
、
播
磨
と
国
守
を
歴
任

で
き
た
の
も
、
摂
関
家
へ
の
徹
底
し
た
奉
仕
の
賜
物
な
の
だ
が
、
済
政
や
経
頼

注（

�）は
、
兼

家
時
代
の
左
大
臣
源
雅
信
の
孫
た
ち
で
あ
っ
て
、
道
長
と
倫
子
と
の
結
婚
が
、
血
縁
者

と
し
て
雅
信
一
統
を
身
内
化
し
な
が
ら
、
道
長

�頼
通
時
代
に
は
忠
実
な
受
領
層
へ
の

転
換
を
は
か
っ
た
結
果
な
の
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

Ⅱ
家
司
受
領
源
高
雅
と
藤
原
惟
憲

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
十
一
日
、

土
御
門

第
に
於
い
て
中
宮

彰
子
は
、
は
じ

め
て
皇
子
敦
成
を
産
む
。
盛
大
な
産
養
を
済
ま
せ
た
後
、
一
条
天
皇
の
行
幸
を
仰
い
で
、

親
王
宣
下
を
受
け
、
わ
き
か
え
る
邸
内
は
、
叙
位
加
階
で
さ
ら
に
歓
喜
は
盛
り
上
が
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
十
月
十
七
日
に
は
敦
成
親
王
家
別
当
と
な
っ
た
中
宮
大
夫
右
衛

門
督
藤
原
斉
信
以
下
、
十
一
名
の
家
司
が
定
め
ら
れ
る
。

左
近

衛
中

将
源

朝
臣
頼

定

�中
宮
亮
兼
近
江
守
源

朝
臣
高
雅

�右
近

衛
権

少
将
源

朝
臣
済
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政

�右
近
衛
少
将
源
朝
臣
雅
通

�内
蔵
権
頭
藤
原
朝
臣
能
通

�散
位
藤
原
朝
臣
惟
風

�甲

斐
守
藤
原
朝
臣
惟
憲

�散
位
藤
原
朝
臣
済
家

�東
宮
大
進
藤
原
朝
臣
知
光

�美
作
守
藤
原

朝
臣
泰
通

�筑
後
権
守
大
江
朝
臣
挙
周

（
大
日
本
古
記
録
、
御
堂
関
白
記
）

敦
成
親
王
家
家
司
た
ち
は
道
長
の
信
頼
す
べ
き
家
臣
た
ち
で
ほ
ぼ
固
め
ら
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
前
節
で
検
討
し
た
源
済
政
は
い
ま
だ
右
近
衛
権
少
将
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
当
時
現
任
の
近
江
守
で
あ
る
中
宮
亮
源
高
雅
は
、
既
に
九
月
十
三
日
に
三
日
夜
の
産

養
が
中
宮
職
の
官
人
が
担
当
す
る
た
め
奉
仕
し
て
い
て
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
「
近

江
の
守
は
、
お
ほ
か
た
の
こ
と
ど
も
や
つ
か
う
ま
つ
る
ら
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
既
に
た
び
た
び
言
及
し
た
大
宰
大
弐
に
ま
で
登
り
つ
め
る
藤
原
惟
憲
は
こ
の
時
甲

斐
守
で
あ
っ
た
。

敦
成
親
王
家
家
司
の
中
で
は
こ
の
三
人
が
道
長

�頼
通
政
権
下
で
の
近
江
守
経
歴
者

で
あ
り
、
高
雅
は
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
八
月
、
病
に
よ
り
中
宮
亮
兼
近
江
守
を
辞

し
出
家
し
、
惟
憲
は
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
二
月
二
十
六
日
、
十
二
名
の
申
文
提

出
者
か
ら
選
ば
れ
近
江
守
と
な
っ
た
（
御
堂
関
白
記
）。
つ
ま
り
、
再
任
し
近
江
守
と
な

っ
た
前
出
藤
原
知
章

注（

�）の
前
後
が
源
高
雅
と
藤
原
惟
憲
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

道
長
に
と
っ
て
娘
彰
子
に
敦
成
親
王
が
誕
生
し
、
翌
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
に
は

敦
良
親
王
が
生
ま
れ
、
ひ
と
安
心
す
る
が
、
定
子
腹
第
一
皇
子
敦
康
親
王
の
処
遇
に
関

わ
る
一
条
天
皇
の
譲
位
、
そ
し
て
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
三
条
天
皇
の
即
位
と
、
外

祖
父
と
な
る
後
一
条
天
皇
（
敦
成
）
誕
生
ま
で
に
は
ま
だ
険
し
い
道
の
り
が
続
く
の
で

あ
る
。
歓
喜
に
充
ち
た
道
長
邸
に
も
不
安
要
因
は
い
ま
だ
あ
り
、
慎
重
に
事
を
運
ぶ
必

要
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

源
高
雅
が
出
家
し
た
時
、
道
長
は
『
御
堂
関
白
記
』
に
「
年
来
無
他
心
相
従
者
、
今

有
事
、

�思
不
少
」
（
寛
弘
六
年

�一
〇
〇
九

�八
月
二
十
八
日
条
）
と
記
し
、
忠
臣
が
身

を
引
い
た
こ
と
を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
て
、
そ
の
後
任
の
近
江
守
が
知
章
で
あ
り
、
そ
し

て
ま
た
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
九
月
十
四
日
条
に
は
、
こ
と
さ
ら

前
々
司
知
章
の
善
状
が
再
任
の
理
由
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
道
長
の
意

図
的
な
知
章
の
近
江
守
補
任
だ
と
す
れ
ば

注（

�）、
あ
え
て
再
任
を
押
し
切
っ
て
ま
で
知
章
を

近
江
守
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
資
に
よ
っ
て
の
ち

に
「
貪
欲
也
」
（
小
右
記
、
長
元
二
年

�一
〇
二
九

�九
月
五
日
条
）
と
罵
倒
さ
れ
る
ほ
ど

の
収
奪
を
繰
り
返
し
、
道
長
へ
の
徹
底
し
た
奉
仕
で
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
惟
憲
は
、
こ

の
時
点
で
は
ま
だ
道
長
に
近
江
守
の
候
補
と
す
る
ま
で
の
信
任
を
得
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
は
惟
憲
が
甲
斐
守
と
な
っ
て
四

年
目
で
あ
っ
た

注（

�）。
そ
の
惟
憲
が
長

保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
の
因

幡
守
と
し
て

受
領
生

活

の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
佐
藤
堅
一
前
掲
論
考
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

こ
の
因

幡
守

在
任
中
に

蓄
積
し
た

富
は
、
寛
弘
二
年
の

得
替
に
よ
る
任
甲
斐
守
、

同
四
年

の
「

造
安

殿
」
に
よ
る
従
四
位
下

昇
進
な
ど
に

活
用
さ
れ
た
と
思
う
が
、
お
そ
ら
く
道
長

を
中
心
と
す
る
摂
関
家
へ
彼
が
接
近
し
は
じ
め
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
ろ
う
。

寛
弘
二

�三
年
頃
に
惟
憲
は
摂
関
家
へ
接
近
し
、
道
長
の
家
司
に
取
り
立
て
ら
れ
た

ら
し
い
と
い
う
想
定
を
可
能
に
す
る
言
及
で
、
佐
藤
氏
は
な
お
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘

三
年
（
一
〇
〇
六
）
十
二
月
三
日
条
の
「

辛
未
、

於
山

階
寺

南
京

分
万

僧
供

令
申

上
、

使
惟
憲
朝
臣
」
を
指
摘
し
、
私
用
の
使
者
と
す
る
「
惟
憲
は
家
司
で
あ
る
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
」
と
す
る
。
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、「
寛
弘
二
年
の
得
替
」（

公

�補
任
）

に
よ
る
「
任
甲
斐
守
」
（
寛
弘
三
年

�一
〇
〇
六

�正
月
二
十
八
日
）
に

至
る
因

幡
守
と
し

て
の
受
領
考
課
に
は
ち

ょ
っ
と
し
た
問
題
が
あ
っ
た
。

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
二
月
二
十
九
日
条
に

拠
る
と
、
後
任
の

―６―



因
幡
守
橘
行
平
が
前
司
惟
憲
に
解
由
状
を
与
え
ず
に
い
る
こ
と
で
、
任
中
の
因
幡
国
の

復
興
に
関
し
て
不
審
の
儀
が
浮
上
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
道
長
は

「
前
司
申
所
有
道
理
歟
」
と
し
て
、
惟
憲
を
擁
護
し
、
行
平
に
解
由
状
を
出
さ
せ
た
の

で
あ
る

注（

�）。
ま
ず
は
惟
憲
が
道
長
の
家
司
で
も
な
け
れ
ば
、
道
長
が
こ
の
よ
う
な
配
慮
を

す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
か
ら
、
筆
者
は
こ
の
時
点
で
の
家
司
の
可
能
性
を
考
え
た
い
の

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
惟
憲
が
道
長
の
家
司
と
な
る
の
を
寛
弘
二

�三
年
頃
と
し
て

お
く
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
年
来
無
他
心
相
従
者
」
で
あ
っ
た
源
高
雅
亡
き
後
、
再
任
と
言
え

ど
も
藤
原
知
章
が
近
江
守
と
し
て
適
当
な
人
材
と
し
て
道
長
周
辺
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

惟
憲
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前

述
し
た
道
長
の
法
華
三
十
講
に
お
け
る
非
時
調
進
者
に
し
て
も
『
御
堂
関
白
記
』
に
惟

憲
の
名
が
記
さ
れ
る
の
は
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
寛
弘
年
間
に
於
い
て
内
裏
女
房
の
中
に
「
近
江
」
を
冠
称
す
る
者
が
仕

え
て
居
た
。
敦
成
親
王
生
誕
七
日
目
の
夜
は
朝
廷
主
催
の
産
養
で
あ
る
た
め
、
藤
三
位

繁
子
を
は
じ
め
と
す
る
内
裏
女
房
た
ち
が
道
長
邸
に
集
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に

「
近
江
の
命
婦
」
（
紫
式
部
日
記
）
と
称
す
る
女
官
が
い
た
。
ま
た
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）

の
こ
と
だ
が
、
道
長
の
次
女
妍
子
と
三
条
天
皇
と
の
間
に
禎
子
内
親
王
が
誕
生
し
た
時
、

そ
の
乳
付
役
に
「
近
江
の
内
侍
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
参
上
し
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』

� 巻
十
一

つ
ぼ
み
花

�は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

御
乳
付
に
は
、
東
宮
の
御
乳
母
の
近
江
の
内
侍
を
召
し
た
り
。
そ
れ
は
御
乳
母
た
ち
あ
ま

た
さ
ぶ
ら
ふ
な
か
に
も
、
こ
れ
は
殿
の
上
の
御
乳
母
子
の
あ
ま
た
の
な
か
の
そ
の
一
人
な

り
、
大
宮
の
内
侍
な
り
け
り
。

（
小
学
館
新
編
全
集
、
栄
花
物
語
②
、
二
三
頁
）

「
近
江
の
内
侍
」
は
「
東
宮
の
御
乳
母
」
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
東
宮
敦
成
親
王
の

乳
母
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
敦
成
親
王
誕
生
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
当

時
、
「
近
江
」
を
冠
称
す
る
乳
母
の
存
在
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
近
江
の
命
婦
」
ば
か
り
で
あ
り
、
も
し
こ
の
二
人

が
同
一
人
物
だ
と
し
て
も
、
内
裏
女
房
の
命
婦
か
ら
「
大
宮
」
つ
ま
り
彰
子
方
の
内
侍

と
な
る
よ
う
な
経
緯
が
分
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
一
つ
注
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
近
江
内
侍
は
形
式
的
な
乳
付
役
で
済
ま
さ
れ
ず
禎
子
に

新
任
の
乳
母
が
決
ま
る
ま
で
授
乳
し
た
よ
う
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
東
宮
ま
だ
御
乳

き
こ
し
め
す
ほ
ど
」
と
『
栄
花
』
は
記
し
、
六
歳
に
も
な
っ
た
敦
成
親
王
が
乳
を
欲
し

て
い
る
た
め
急
ぎ
帰
参
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
『
紫
式
部
日
記
』
に
記
さ
れ
る
「
近
江
の
命
婦
」
が
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）

当
時
「
近
江
」
を
冠
称
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
夫
が
近
江
守
で
あ
る
と
い
う
必
然
性
は

な
い
に
し
て
も
、
ま
た
源
高
雅
が
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
に
近
江
守
を

辞
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
に
「
近
江
の
内
侍
」
と
し
て

立
ち

現
わ
れ
る
乳

母
が
、
近
江
守
で
あ
っ
た
高
雅
と
無
関
係
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
ま
い
。
む
し
ろ
同
時

期
に
於
け
る
「
近
江
」
の
冠
称
は
、
高
雅
を
介
し
て
同
一
人
物
の
可
能
性
を
想
定
さ
せ

よ
う
。

と
い
う
の
は
、
高
雅
の
子
に
章 の
り

任 と
うが
い
て
、
『
栄
花
物
語
』

� 巻
三
十
三

き
る
は
わ
び
し
と
な
げ
く
女
房

�

及
び
『

左
経
記
』
「

類
聚

雑
例
」
（
長

元
九
年

�一
〇
三
六

�五
月
十
七
日
条
）
に
、
後
一

条
天
皇
崩
御
に
際
し
て
素
服
を
賜
わ
る
乳
母
子
の
中
に
伊
予
守
章
任
が
記
さ
れ
、
ま
た

大
江
匡
房
『
続
本
朝
往
生
伝
』
に
「
但
馬
守
源
章
任
朝
臣
者
、
近
江
守
高
雅
朝
臣
之
第

二
子

也
、
母
従
三
位
藤
原

基
子
、
後
一
条

院
乳
母

也
」
（
新

校
群

書
類
従

本
）
と
あ
る
。

「
近
江
の
内
侍
」
は
、
敦
成
つ
ま
り
後
一
条

院
の
乳
母
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
章
任
が
乳

母
子
で
あ
り
、
そ
の
父
が
近
江
守
高
雅
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
呼
称
が
定
位
す
る
こ
と
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に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
高
雅
の
妻
が
「
近
江
の
内
侍
」
で
あ
り
、
そ
の
実
名
は
、
藤
原

基
子
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
訳
で
あ
る
。

一
方
、
惟
憲
の
妻
も
そ
の
実
名
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）

の
八
十
島
祭
に
勅
使
と
し
て
下
向
し
た
典
侍
に
関
し
て
、
『
小
右
記
』
同
年
十
二
月
十

五
日
条
に
「
近
江
守
惟
憲
妻
」
と
し
、
『
左
経
記
』
同
月
十
二
日
条
に
は
「
今
日
典
侍

美
子
」
と
記
し
て
あ
る
か
ら
、
近
江
守
惟
憲
の
妻
の
名
が
美
子
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
小
右
記
』
の
翌
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
四
月
二
十
二

日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

典
侍
藤
原
□
子
、
当
帝
御
乳
母
、
春
宮
亮
惟

憲
妻

こ
れ
を
『
左
経
記
』
と
付
き
合
わ
せ
る
と
、
□
の
欠
字
は
「
美
」
で
あ
る
こ
と
は
自

明
で
、
「
当
帝
」
は
後
一
条
天
皇
で
あ
る
か
ら
、
惟
憲
の
妻
も
高
雅
の
妻
と
同
じ
く
後

一
条
院
の
乳
母
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
惟
憲
の
息
憲
房
も
乳
母
子
と
し
て

章
任
と
同
じ
く
前
記
『
栄
花
物
語
』『
左
経
記
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
以
上
の
史
料
に
よ
る
検
討
を
一
応
ま
と
め
る
と
、
高
雅
の
妻
が
基
子
で
あ

り
、
惟
憲
の
妻
が
美
子
で
、
両
者
が
と
も
に
敦
成
親
王
（
後
一
条
天
皇
）
の
乳
母
と
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
が
章
任
、
憲
房
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
章
任
に
は
生
母
の
記
載
は
な
い
が
、
兄
行
任
に
「
母

修
理
亮
親
明
女
」
と
注
記
が
あ
り
、
ま
た
憲
房
に
も
「
母
修
理
亮
親
明
女
」
と
も
あ
っ

て
、
彼
ら
の
母
が
姉
妹
か
同
一
人
物
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
『
尊
卑
分
脈
』
の

惟
憲
の
女
子
の
ひ
と
り
に
は
「
典
侍
従
二
位
美
子
後
一
条
院
御
乳
母
」
と
注
さ
れ
て
も

い
る
か
ら
、
こ
の
一
件
に
関
す
る
『
尊
卑
分
脈
』
の
記
載
に
は
慎
重
な
配
慮
が
必
要
と

な
ろ
う
。

越
後
守
行
任
に
関
し
て
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
十
月
二
十
七
日
条
に

「
太
后
御
乳
母
子
」
と
あ
り
、
行
任
母
は
お
そ
ら
く
彰
子
の
乳
母
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

り
、
基
子
の
存
在
を
考
え
る
限
り
、
章
任
母
と
は
別
人
と
な
っ
て
、
両
者
は
姉
妹
の
関

係
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
長
三
女
威
子
が
後

一
条
天
皇
の
中
宮
に
冊
立
さ
れ
る
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
十
六
日
条
の
『
御
堂

関
白
記
』
に
次
の
如
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

此
暁
内
御
乳
母
修
理

�宰
相
等
典
侍
参
入
、
修
理
典
侍
理
御
髪
、
宰
相
典
侍
奉
仕
陪
膳

威
子
立
后
の
儀
に
於
い
て
理
髪
を
奉
仕
し
た
後
一
条
天
皇
の
乳
母
の
一
人
が
「
修
理

典
侍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
典
侍
に
「
修
理
」
を
冠
し
て
称
さ
れ
る
に
は
前
記

「
母
修
理
亮
親
明
女
」
を
当
該
者
と
し
て
想
到
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場

合
、
章
任
の
母
基
子
を
中
心
に
据
え
て
考
え
を
す
す
め
た
の
が
角
田
文
衛
氏
で
あ
り

注（

�）、

憲
房
の
母
美
子
を
基
準
に
検
証
し
た
の
が
杉
崎
重
遠

�新
田
孝
子
両
氏
で
あ
っ
た
よ
う

な
の
で
あ
る

注（

�）。

ま
ず
角
田
氏
は
、
後
一
条
天
皇
の
乳
母
と
し
て
基
子
に
「
修
理
典
侍
」
の
呼
称
が
存

在
す
る
に
は
、
夫
の
高
雅
も
息
子
の
章
任
も
修
理
職
に
関
係
し
な
い
か
ら
、
基
子
を
行

任
の
母
の
姉
妹
と
し
、
基
子
も
修
理
亮
藤
原
親
明
の
娘
と
考
え
、
「
早
世
し
た
姉
―
行

任
の
母
―
に
代
っ
て
高
雅
の
後
妻
と
な
り
、
章
任
を
産
ん
だ
も
の
と
推
断
さ
れ
る
」
と

し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
強
硬
な
新
田
氏
は
そ
の
後
の
経
緯
に
関
し
て
憲
房
の
母
が
美
子
で
あ
り
「
修

理
亮
親
明
女
」
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
『
続
本
朝
往
生
伝
』
の
い
う
源
章
任
母
を

「
基
子
」
と
す
る
記
載
を
誤
伝
と
し
、
抹
殺
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

源
章
任
は
「
典
侍
美
子
」
の
前
夫
高
雅
の
子
で
あ
り
、
美
子
の

豪
富
に
あ
ず
か
っ
た
と
見

て
は

ど
う
か
と

思
う
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
後
一
条
天
皇
の
乳
母

�修
理
典
侍
基
子

�
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な
る
女
性
は
実
在
せ
ず
、
惟
憲
室
美
子
の
虚
像
に
過
ぎ
な
い
。

確
か
に
杉
崎

�新
田
両
氏
の
指
摘
す
る
如
く

�修理
典
侍
基
子

�を
支
え
る
史
料
的

根
拠
は
薄
弱
で
あ
り
、
典
侍
美
子
が
富
豪
な
大
宰
大
弐
惟
憲
と
と
も
に
近
江
三
位
そ
れ

か
ら
大
弐
三
位
と
名
声
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
ゆ
く
軌
跡
が

�基子

�を
虚
像
化
さ
せ

る
の
も
当
然
だ
と
言
え
ば
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
美
子
の
前
夫
を
源
高
雅
、
後
夫
を

藤
原
惟
憲
と
す
る
に
到
る
訳
で
あ
ろ
う

注（

�）。

そ
し
て
、
新
田
氏
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
惟
憲
と
の
再
嫁
は
、
敦
成
親
王
の
乳
母
に

美
子
（
＝
基
子
）
が
選
任
さ
れ
た
後
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
近
江
守
源
高
雅
の
妻
と
し
て

�近
江
の
内
侍

�と
指
呼
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
惟
憲
が
近
江
守
と
な
っ
た
の
は
、

長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
も
暮
れ
の
十
二
月
で
あ
る
こ
と
に
再
度
注
意
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
惟
憲
は
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
八
月
九
日
、
春
宮
亮
、
さ
ら

に
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
正
月
三
十
日
に
は
播
磨
守
と
な
り
、
つ
い
で
治
安
三
年

（
一
〇
二
三
）
十
二
月
十
五
日
に
大
宰
大
弐
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
小
右
記
）。

彰
子
を
は
じ
め
と
し
て
妹
た
ち
の
妍
子

�威
子

�嬉
子
も
土
御
門
第
に
退
出
し
、
そ

れ
ぞ
れ
皇
子

�皇
女
の
出
産
を
は
た
し
、
道
長
の
栄
華
を
育
む
舞
台
と
な
っ
た
。
そ
の

南
北
二
町
の
土
御
門
第
に
富
小
路
を
は
さ
ん
で
、
西
に
隣
近
す
る
の
が
、
ま
た
高
雅
邸

と
惟
憲
邸
で
、
北
、
土
御
門
大
路
側
が
前
者
で
あ
り
、
南
、
近
衛
大
路
側
が
後
者
の
邸

宅
で
あ
っ
た
。
高
雅
は
後
年
、
道
長
家
の
御
倉
町
と
し
て
自
邸
を
献
上
し
て
い
た
よ
う

だ
か
ら
、
家
司
と
言
え
ど
も
運
命
共
同
体
の
様
相
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
お
そ
ら
く

高
雅
亡
き
後
は
、
未
亡
人
美
子
を
室
と
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ

の
が
惟
憲
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
道
長
の
栄
華
を
内
か
ら
支
え
そ
の
余
慶
に
浴
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
七
月
二
十
一
日
に
は
災
禍
を
と
も
に
受

け
る

注（

�）。

と
い
う
よ
り
火
元
は
近
江
守
惟
憲
邸
で
、
盗
賊
に
よ
る
放
火
だ
っ
た
の
か
、
折
悪
し

く
風
に
あ
お
ら
れ
ま
た
た
く
間
に
道
長
の
土
御
門
第
を
類
焼
し
、
さ
ら
に
火
は
南
へ
と

燃
え
ひ
ろ
が
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
時
の
状
況
を
『
御
堂
関
白
記
』
は
以
下
の
如
く
伝
え

て
い
る
。

風
吹
如
拂
、
二
町
同 （
間
カ
）数
屋
一
時
成
灰
、
先
令
取
出
大

饗
朱

器
、

次
文

殿
文

等
、
後

還
一

条

間
、

申
法

興
院
火

付
、

即
行

向
、

不
遺
一
屋
焼
亡
、

凡
従
土
御
門
大
路

至
二

条
北
、
五

百

余
家
焼
亡

二
条
に
あ
る
故
兼
家
の
法
興
院
に
ま
で
延
焼
し
た
よ
う
で
あ
り
、
土
御
門
第
も
全
焼

し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
大
饗
朱
器
や
文
殿
の
文
書
類
は
運
び
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

再
建
の
造
作
始
は
、
同
年
八
月
十
九
日
だ
が
、
七
日
条
の
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
「
土

御
門
四
面
垣
上
置
板
令
掃
除
、
行
事
惟
憲

�斉
等
也
」
と
も
記
し
て
あ
り
、
再
建
の
責

任
者
は
、
当
の
惟
憲
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

寝
殿
は
一
間

ご
と
に

諸
受

領
が

担
当
し

注（

�）、

「
造

作
過

差
、

万
倍

往
跡

」
（
小
右
記
、
寛
仁
二
年

�一
〇
一
八

�六
月
二
十
日

条
）
だ
か
ら
、

豪
壮
な
美
邸
と
し
て
蘇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
実
資
が
「
希
有
之
希
有
事
也
」
と

し
た
の
は
、
伊
予
守
源
頼
光
が
派
手
に
家
具
調
度
類
の
い
っ
さ
い
を
調
進
し
た
こ
と
で
、

『
栄
花
物
語
』

� 巻
十
四

あ
さ
み
ど
り

�に
も
記
さ
れ
る
如
く
遍
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

道
長
が
再

築
な
っ
た
土
御
門
第
に

移
っ
た
の
は
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
六
月
二

十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
『
小
右
記
』
同
日

条
に

「
春
宮
亮
惟
憲
宅
、
在
大

殿
西

隣
新
造
、
今
夜
同
時
移
徙
」
と
あ
り
、
惟
憲
も
同
夜
、
道
長
邸
の
西
隣
に
新
造
し
た
自

邸
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
後
朱
雀
天
皇
の
御
代
、
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
九
月
九
日
（
春
記
）
の
こ
と
だ

が
、
里
内
裏
と
し
て
い
た
土
御
門
第
に
火
の
手
が
上
が
り
、
内
侍
所
に
当
て
て
い
た
西

の
対
が
焼
亡
し
、
神
鏡
も
灰
燼
に
帰
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
火
災
が
あ
っ
た
。
時
に
亡
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父
惟
憲
か
ら
伝
領
し
た
憲
房
邸
に
天
皇
は
避
難
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
は
既
に
寝
殿
が
女

院
彰
子
の
御
在
所
と
し
て
使
わ
れ
、
西
の
対
に
は
東
宮
親
仁
親
王
（
後
冷
泉
天
皇
）
が

滞
在
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
土
御
門
第
が
南
北
二
町
の
邸
宅
で
あ
る
に
し
て
も
、
西
隣
の
高
雅
邸
と

惟
憲
邸
は
、
と
も
に
実
質
的
な
使
用
に
於
い
て
一
体
化
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
長
和

五
年
（
一
〇
一
六
）
の
火
災
に
よ
る
再
建
が
既
に
春
宮
亮
惟
憲
邸
を
も
里
内
裏
化
す
る

意
図
で
、
そ
の
機
能
を
具
備
し
て
い
た
の
だ
と
憶
測
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
惟
憲
に
は
悪
受
領
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
払
拭
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

惟
憲
が
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
に
大
宰
大
弐
と
な
る
に
際
し
て
は
、
道
長
に
一
万
石
、

朝
廷
に
も
千
石
を
奉
献
し
た
こ
と
を
伊
予
守
藤
原
広
業
が
伝
え
て
い
る
し
（
小
右
記
、

同
年
十
一
月
十
八
日
条
）、
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）、
大
弐
の
任
を
終
え
帰
京
す
る
時
に

は
、
「
随
身
珍
宝
不
知
其
数
」
（
小
右
記
、
同
年
七
月
十
一
日
条
）
で
あ
っ
て
、
関
白
頼
通

に
白
鹿
を
献
上
し
て
い
る
。
実
資
は
「
九
国
二
島
物
掃
底
奪
取
、
唐
物
又
同
、
已
似
忘

恥
、
近
代
以
富
人
為
賢
者
」
と
憤
懣
や
る
方
な
い
の
で
あ
る
。

道
長

�頼
通
に
追
従
し
、
奉
仕
に
徹
す
る
家
司
受
領
と
し
て
公

�に
ま
で
な
っ
た
の

は
惟
憲
た
だ
一
人
な
の
だ
が
、
そ
の
奉
仕
の
た
め
の
蓄
財
が
大
略
収
奪
に
よ
る
と
こ
ろ

で
、
大
弐
時
代
は
そ
の
管
理
範
囲
が
九
国
二
島
に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
大
弐
惟
憲
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
地
の
利
を
活
し
た
宋
と
の
密
貿

易
が
発
覚
す
る
。
露
顕
の
発
端
は
、
『
小
右
記
』
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
十
月
十
日
条

に
記
さ
れ
る
、
惟
憲
が
蔵
人
所
と
偽
っ
て
宋
商
か
ら
唐
物
を
押
収
し
た
こ
と
や
、
宋
商

の
来
航
を
都
に
報
告
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
長
元
四
年
（
一
〇

三
一
）
の
正
月
叙
位
の
際
に
、
関
白
頼
通
の
前
で
問
題
化
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
式
部

�敦
平
親
王
が
申
請
し
た
王
氏
爵
が
、
実
は
前
都
督
藤
原
惟
憲
の
口
入
で
、
そ
れ
も
姓

名
を
偽
っ
た
宋
商
周
良
史
で
あ
っ
た
こ
と
で
歴
然
と
し
た
訳
で
あ
る
。
惟
憲
と
良
史
と

の
結
託
の
経
緯
や
真
相
は
、
告
井
幸
男
氏
が
詳
細
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
て

注（

�）、
失
敗
に

終
わ
っ
た
叙
爵
の
意
図
も
、
宋
と
の
交
易
活
動
に
益
す
る
と
の
見
解
で
首
肯
さ
れ
る
。

実
資
が
惟
憲
を
「
貪
欲
之
上
、
不
弁
首
尾
之
者
也
、
都
督
之
間
、
所
行
非
法
数
万
云
々
」

（
小
右
記
、
長
元
四
年

�一
〇
三
一

�正
月
十
六
日
条
）
と
、

非
難
し
憤

慨
す
る
の
も
、
そ

の
内
実
は
筑
前
に
あ
る
実
資
の
代
表
的
所
領
の
一
つ
で
あ
る
高
田
牧
な
ど
へ
の
惟
憲
の

圧
力
を
不
快
と
す
る
表
れ
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
、
告
井
氏
は
「
惟
仲
以

降
、
隆
家

�行
成

�経
房
な
ど
実
資
と
相
親
と
言
い
う
る
人
々
が
権
帥
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
き
て
大
弐
に
藤
原
惟
憲
が
任

じ
ら
れ
、
高

田
牧
に
対
し
て
（

恐
ら

く
過

重
と

言

い
う
る
）
譴
責
を
加
え
、
京
上
に
不
備
を
生
じ
た

注（

�）」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
惟
憲
の
常
軌
を
逸
し
た
収
奪
や
策
謀
の
背
後
に
道
長
対
実
資
の
図
式
を
想

定
す
る
と
、
前
記
し
た
不
可
解
な
再
任
劇
を
演
じ
た
近
江
守
藤
原
知
章
の
娘
が
実
資
養

子
資
平
室
と
な
っ
て
い
た
り
、
兄
国
章
の
子
景
斉

�景
舒
兄
弟
が
実
資
家
人
で
あ
っ
た

り
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
父
兼
家
以
来
の
小
野
宮
家
側
の
切
り
崩
し
で
、
道
長
に
よ

る
知
章
懐
柔
、
そ
し
て
ま
た
褒
賞
の
一
環
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
の
だ
が

注（

�）、
そ
れ
に
し

て
も
因
幡
守
時
代
の
惟
憲
が
不
動
穀
を
隠
匿
し
た
前
例
か
ら
鑑
み
て
も
、
悪
徳
受
領
そ

の
も
の
な
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
惟
憲
の
妻
美
子
が
、
高
雅
室
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
そ
の
経
緯
に
は

些
か
疑
念
の
余
地
が
あ
り
、
い
み
じ
く
も
『
小
右
記
』
が
そ
の
名
を
一
字
欠
脱
し
た
箇

所
な
ど
意
味
深
長
な
背
景
を
読
み
と
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
基
子
が
美
子
と
し
て

復
活
し
て
く
る
こ
と
の
許
容
性
が
ど
こ
ま
で
考
え
ら
れ
る
の
か
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ

ば
、
そ
れ
は
後
一
条
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
近
江
内
侍
美
子
が
、
例
え
ば
時
平
が
国
経
の

若
い
妻
を
略
奪
し
た
こ
と
と
同
次
元
の
こ
と
と
容
認
さ
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
一
条
天
皇
の
乳
母
の
夫
惟
憲
が
悪
名
高
い
受
領
で
あ
っ
た
こ

と
は
歴
然
と
し
た
事
実
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
真
に
受
け
止
め
て
お
く
こ
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と
で
了
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
権
勢
家
道
長
の
意
に
よ
っ
て
熟
国
近
江
の
国
守
に
補

任
さ
れ
る
の
は
、
多
く
が
道
長
の
近
親
者
や
家
司
受
領
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
権
を
前
提

に
摂
関
家
に
対
す
る
忠
実
で
旺
盛
な
奉
仕
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
見
返
り
な
の
で

あ
ろ
う
か
、
時
に
天
皇
の
乳
母
と
な
る
ほ
ど
の
女
房
と
結
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
道
長
の
二
人
の
家
司
受
領
の
妻
が
と
も
に
後
一
条
天
皇
の
乳
母
と
な
っ
て
い
る

史
料
の
現
況
に
堪
え
難
い
思
い
で
は
あ
る
が
、
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。

注（

1）
土
田
直
鎮
「
公

�補
任
を
通
じ
て
見
た
諸
国
の
格
付
け
」
（
『
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
平
成

4年
）。
な
お
『
官
職
秘
抄
』
に
は
「
中
下
国
無

二
権
守

一
」
と
し
、
「
近

江
越
前
丹
波
播
磨
美
作
備
前
備
中
備
後
周
防
伊
予
讃
岐
為

二 参
議
兼
国
一 」
と
あ
る
。

（

2）
大
津
透
「
摂
関
期
の
国
家
論
に
向
け
て
―
受
領
功
過
定
覚
書
―
」
（
「
山
梨
大
学
教
育
学
部
研

究
報
告
」

39、
昭
和

63年
。
の
ち
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
平
成

5年
）
は
、

「
こ
の
功
過
定
の
一
層
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
の
は
長
保
、
寛
弘
年
間
で
あ
り
、
藤
原

道
長
、
一
条
天
皇
の
時
代
に
功
過
定
を
通
じ
て
の
受
領
統
制
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
ろ
う
」
と
す
る
。
し
か
し
、
寺
内
浩
「
摂
関
期
の
受
領
考
課
制
度
」
（
『
日
本
国
家
の

史
的
特
質

古
代

�中
世
』
思
文
閣
出
版
、
平
成

9年
。
の
ち
『
受
領
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
平

成

16年
）
は
、
「
摂
関
期
に
な
る
と
受
領
人
事
な
ど
に
権
力
者
が
介
入
し
、
受
領
考
課

制
度
が
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
る
。

（

3）
柴
田
房
子
「
家
司
受
領
」
（
京
都
女
子
大
学
「
史
窓
」

28、
昭
和

45年
）
は
、
「
一
般
貴
族

の
所
領
保
持
は
中
央
権
門
の
庄
園
体
制
の
一
環
と
し
て
の
存
在
し
か
望
み
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（

4）
泉
谷
康
夫
「
摂
関
家
家
司
受
領
の
一
考
察
」
（
山
中
裕
編
『
平
安
時
代
の

歴
史
と
文
学

歴

史
編
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

56年
。
の
ち
『
日
本
中
世

社
会
成

立
史
の
研
究
』

高
科
書
店
、
平
成

4年
）。
な
お

渡
辺

澄
夫
『

増
訂
畿
内
庄
園
の

基
礎
構
造
下
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

45年
）

は
「
近
江
国
が
早
く
か
ら
大
番
国
と
な
っ
た
理
由
は
、
京
都
と
の
距
離
的
関
係
は
勿
論

な
が
ら
、
湖
を
ひ
か
え
た
厨
的
性
格
と
の
関
連
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
想
像
す

る
が
、
な
お
個
々
の
大
番
領
の
立
地
上
の
分
布
関
係
の
検
討
を
俟
ち
、
今
後
の
課
題
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
近
時
、
佐
藤
全
敏
『
平
成
時
代
の
天

皇
と
官

僚
制
』
（

東
京
大
学
出
版

会
、
平
成

20年
）「
古
代
天
皇
の

食
事
と

贄
」
は
、

十
世

紀
以
降
の
「
日
次
系
の
贄
は
、
収
取
対
象
地
域
を
御
食
国
中
心
か
ら
畿
内

�近
江
へ
と

移
行
さ

せ
た
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
付

言
す
れ
ば
、
『

更
級
日

記
』
に
近
江
土

着
の

豪

族
で
あ
る
息
長

お
き
な
が氏
の
邸
宅
に
宿
泊
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
筑
摩
御
厨
と
し
て
知

ら
れ
る
。

（

5）
「
付
論

2

近
江
と
古
代
国
家
―
近
江
の
開
発
を
め
ぐ
っ
て
」

（

6）
山
本

信
吉
『
摂
関

政
治
史
論
考
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成

15年
）「
摂

政
藤
原
兼
家
と

左
大

臣
源
雅
信

�右
大
臣
藤
原
為
光
」

（

7）
阪
口
玄
章
「
蜻
蛉
日
記
人
物
考
」
（「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和

7年

6月
）

（

8）
拙
稿
「
大
宰
大
弐

�権
帥
に
つ
い
て
」
（「
学
苑
」

785、
平
成

18年

3月
）

（

9）
天

暦
三
年
（

九
四

九
）
雅

信
は

三
十

歳
で
あ
る
。
な
お

応
和
二
年
（

九
六
二
）
か
ら
は

弟

重
信
が
近
江
権
守
と
な
り
、
応
和
三
年
（
九
六
三
）
に
は
雅
信
は
播
磨
権
守
と
な
る
。

（

10）
源
時
中
の

異
例
の

昇
進
に

つ
い
て
は
、
山
中
裕
『
平
安
人

物
志
』
（

東
京
大
学
出
版

会
、

昭
和

49年
）「

第
三
章
藤
原
兼
家
」
に
指
摘
が
あ
る
。

（

11）
前
掲
書
「
摂
政
藤
原
兼
家
と
弁
官
」

（

12）
吉

海
直
人
「
「
親

類
の
女
房
」

攷
―
乳
母
に

比
肩
す
る
女
房
」
（
「
日
本
文
学
」
平
成

12年

3月
）
で
は
、
乳
母
子
に

匹
敵
す
る

主
従
の
親

密
さ
か
ら
、
良

清
を

源
氏
の
親

類
と

想

定
し
て
い
る
。
な
お
少
女
巻
引
用
文
は
五
節
舞
姫
献
上
時
の
も
の
で
、
受
領
の
五
節
舞

姫
献
上
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（

13）
朝
忠
は
天

慶
九
年
（

九
四

六
）
に
近
江
守
と
な
る
（
公

�補
任

�三
十

六
人

歌
仙

伝
）。

つ

ま
り
公
忠
の
後
任
と
な
る
訳
で
、
雅
信
の
執
拗
な
近
江
守
歴
任
者
の
娘
と
の
婚
姻
な
の
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か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
偶
然
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
14）

大
納
言
の
君
と
小
少
将
の
君
の
父
親
に
関
し
て
は
諸
説
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て

検
討
す
る
安
藤
重
和
「
大
納
言
の
君

�小
少
将
の
君
を
め
ぐ
っ
て
―
紫
式
部
日
記
人
物
考

証
―
」
（
「
中
古
文
学
」

63、
平
成

11年

5月
）
も
あ
る
。
安
藤
説
は
大
納
言
の
君
と
小
少

将
の
君
は
姉
妹
で
、
実
父
は
時
通
だ
が
、
二
人
と
も
扶
義
の
養
女
と
な
っ
た
と
す
る
。

（

15）
内
蔵
寮
は
皇
室
内
廷
経
済
を
担
当
管
理
す
る
が
、
そ
の
頭
に
富
裕
な
受
領
を
補
任
し
、

私
的
財
力
を
当
て
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
森
田
悌
『
受
領
』
（
教
育
社
、
昭
和

53年
）
は

長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
こ
ろ
内
蔵
頭
で
あ
っ
た
源
頼
光
の
例
を
挙
げ
る
。

（

16）
寺
内
浩
前
掲
『
受
領
制
の
研
究
』
「
受
領
の
私
富
と
国
家
財
政
」
は
、
十
世
紀
末
を
受

領
の
私
富
拡
大
の
画
期
と
し
て
、
道
長
が
受
領
の
人
事
権
を
掌
握
し
、
家
司
や
側
近
を

受
領
と
し
、
築
い
た
私
富
を
経
済
的
奉
仕
に
ま
わ
さ
せ
た
こ
と
を
力
説
し
、
そ
の
例
証

と
し
て
延
喜
か
ら
長
元
ま
で
の
五
節
舞
姫
の
献
上
者
を
表
に
し
て
挙
げ
る
。

（

17）
三
上
啓
子
「
五
節
舞
姫
献
上
者
た
ち
―
枕
草
子

�源
氏
物
語
の
背
景
」
（
「
国
語
国
文
」

802、

平
成

13年

6月
）

（

18）
山
本
信
吉
前
掲
書
「
法
華
八
講
と
道
長
の
三
十
講
」
に
は
、
三
十
講
の
非
時
調
進
者
が

表
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（

19）
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
閏
九
月
五
日
条
、『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇

〇
五
）
十
二
月
二
十
一
日
条
。
な
お
陳
政
は
『
権
記
』
（
長
保
二
年

�一
〇
〇
〇

�正
月
二

十
二
日
条
）
に
拠
る
と
、
「
拝
任
近
江
、
其
外
国
非
敢
所
望
」
と
、
近
江
守
へ
の
補
任
を

熱
望
し
て
い
た
。

（

20）
佐
藤
堅
一
「
封
建
的
主
従
制
の
原
流
に
関
す
る
一
議
論
―
摂
関
家
家
司
に
つ
い
て
―
」

（
安
田
元
久
編
『
初
期
封
建
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

39年
）
は
、
道
長
の
家
司
と
し

て
藤
原
惟
憲

�公
則

�泰
通

�惟
風

�保
昌

�済
家

�季
通

�資
頼

�方
正

�能
通
、

源
高
雅

�済
政
、
平
重
義
、
橘
為
義
、
菅
原
為
職

�典
雅
、
多
米
国
平
、
但
波
奉
親
、

甘
南
備
保
資
、
多
治
比
守
忠
を
挙
げ
て
い
る
。

（

21）
済
政
の

息
蔵
人

兵
衛
佐
資
通
は
、

斎
宮

�子
女

王
（

具
平
親

王
女
）
の

裳
着
の
た
め
、

後
一
条

天
皇
の

勅
使
と
し
て

万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
十
一
月
二
十
日
に

伊
勢
へ

遣
わ

さ
れ
る
。
そ
の
時
『

左
経
記
』
（
経
頼

�記
）
に
拠
れ

ば
、
経
頼
が

斎
宮
の

装
束
を
調
進

し
て
い
る
。
勅
使
資
通
の
伊
勢
下
向
は
『
更
級
日
記
』
に
も
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（

22）
前
掲
佐
藤
堅
一
論
考
に
は

知
章
は
道
長
家
司
に
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
『
小
右
記
』
長
和

元
年
（
一
〇
一
二
）
五
月
二
十
四
日
条
に
「

相
府
家
司

知
章
」
と
あ
る
。
た
だ
い
つ
の

時
点
で
家
司
と
な
っ
た
の
か
は
明
示
で
き
な
い
。

（

23）
『

御
堂
関

白
記
』
の

同
条
は
「

除
目

儀
了

如
レ
常
、

闕
国
近
江

�伊
勢

也
、
近
江

以
二
知

章
一
被

レ
任
、

是
有
二
道
理

一
内

…
…
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
関
し

泉
谷

康
夫
前
掲
論
考
は

「
知

章
を
補
任
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の

弁
護
で
あ
る
と
も
受

取
れ
る
こ
の
記

述
は
、
道

長
が
知
章
の
補
任
を
強
く
求
め
、
そ
の
結
果
近
江
守
知
章
が
実
現
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。

（

24）
長
和
五
年
（
一
〇
一

六
）
の
こ
と
だ
が
、

死
闕
に
と
も
な
う
長

門
守
の
小

除
目
に

於
い

て
、
道
長
は
数
ヵ
月
前
に
肥
前
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
ば
か
り
の
高
階
業
敏
を
当
て
て
い
る

（
小
右
記
同
年
四
月
二
十
八
日
条
）。

（

25）
こ
の
一

件
に
関
し
て
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
四
月
十
四
日
の
日

付
を
も
つ
「
平

松
文

書
」
の
記
録
か
ら
説
き
起
こ
し
平
易
に
真
相
を
究
明
す
る
繁
田
信
一
『
王
朝
貴
族
の
悪

だ
く

み
―

清
少
納
言
、

危
機
一

髪
』
（

柏
書

房
、
平
成

19年
）
が
あ
る
。
な
お
『

御
堂
関

白

記
』
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇

六
）
正
月

六
日
条
の
記
事
に
拠
れ

ば
、

両
者
の

間
に
八

千
石

も
の
「
不
動
穀
」
（
備
蓄
米
）
に
関
し
て
依
然
問
題
が
く
す
ぶ
っ
て
い
る
。

（

26）
角
田
文

衛
『

王
朝
の

明
暗
』
（

東
京

堂
出

版
、
昭
和

52年
）「

後
一
条

天
皇
の

乳
母
た
ち
」
。

な
お
出
家
後
も
高
雅
は
基
子
と
性
交
渉
を
も
ち
、
子
を

�け
た
と
す
る
見
解
も
以
下
の

二
者
と
異
な
る
。

（

27）
杉
崎
重
遠
『
王
朝
歌
人
伝
の
研
究
』
（
新
典
社
、
昭
和

61年
）「

後
一
条
天
皇
の
御
乳
母
大

弐
三

位
」
。

新
田

孝
子
『

栄
花
物
語
の

乳
母
の

系
譜
』
（
風

間
書

房
、
平
成

15年
）「

乳
母

「
近
江
の
内
侍
」」。

（

28）
新
田

孝
子
前
掲
書
に
「

敦
成
親

王
の

乳
母
一

覧
表
」
（
五
一

六
頁
）
が
あ
る
。
な
お

拙
稿
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「
『
栄
花
物
語
』
の
記
憶
―
三
条
天
皇
の
時
代
を
中
心
と
し
て
―
」
（
山
中
裕

�久
下
裕
利
編

『
栄
花
物
語
の
新
研
究
―
歴
史
と
物
語
を
考
え
る
』
新
典
社
、
平
成

19年
）
で
は
、
新
田
氏
の

こ
の
結
論
を
採
用
し
て
論
じ
た
。
但
し
論
中
、
惟
憲
と
美
子
と
の
結
婚
を
道
長
の
指
示

に
よ
る
と
し
た
こ
と
は
早
計
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（

29）
以
下
に
指
摘
す
る
炎
上
と
再
建
は
、
朧
谷
寿
『
平
安
貴
族
と
邸
第
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平

成

12年
）「
藤
原
道
長
の
土
御
門
殿
」
に
詳
し
い
。

（

30）
『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
に
も
光
源
氏
が
二
条
東
院
の
造
営
に
際
し
て
、「
よ
し
あ
る
受
領

な
ど
を
選
り
て
、
あ
て
あ
て
に
催
し
給
ふ
」
と
あ
る
か
ら
、
権
力
者
が
受
領
を
私
的
造

営
に
手
配
す
る
の
は
常
道
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（

31）
告
井
幸
男
『
摂
関
期
貴
族
社
会
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
平
成

17年
）「
王
氏
爵
事
件
―
摂
関

期
の
京
と
西
国
―
」

（

32）
告
井
幸
男
前
掲
書
「
実
資
家
の
所
領
」
。
な
お
河
添
房
江
『
源
氏
物
語
時
空
論
』
（
東
京

大
学
出
版
会
、
平
成

17年
）「
紫
式
部
の
国
際
意
識
」
に
於
い
て
も
実
資
の
唐
物
へ
の
執

着
に
絡
ま
せ
、
こ
の
『
小
右
記
』
の
記
述
を
私
怨
と
す
る
。

（

33）
藤
原
知
章
は
、
道
長
男
教
通
と
藤
原
公
任
女
の
婚
礼
の
仲
人
と
な
っ
て
い
る
（
御
堂
関

白
記
、
長
和
元
年

�一〇
一
二

�四
月
二
十
七
日
条
）。（
く
げ
ひ
ろ
と
し

文
化
創
造
学
科
）
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